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「通いの場」に関する厚労省の新しい定義では、従来の行政

が介護保険による財政的支援を行っているものに限らず、自治

体の介護保険の担当以外の部局が行う、介護予防につながる取

組や高齢者だけではなく、多世代が交流する取組なども通いの

場に含まれるようになりました。 

 しかし、実際の日常生活においては感染予防のため外出自粛

などより生活が不活発となりフレイルになる恐れがあるため、①栄養②身体活動③社会参加の３つの要

素において予防することが大切になります。 

また、「通いの場」では、接触・飛沫感染予防のため新しい生

活様式を取り入れ 3 密回避だけでなく、①感染経路を遮断し②

病原体（感染源）の排除。そして、③宿主の抵抗力の向上など

「通いの場」活動において感染症対策が重要となります。 

 そのため、石川県理学療法士会

では、新しい生活様式での生活不活発（フレイル）予防と感染症予防対策と

して以下の内容について活動を展開しました。 

1.災害対策活動：感染災害発生時の理学療法士会員や地域住民の被災状況や

支援ニーズを把握し、今後想定される二次被害等への対応も含め検討するた

め「災害時状況調査」を実施。生活不活発予防対策のため新型コロナウィル

ス感染症対応「生活不活発（フレイル）予防パンフレット」を作成しました。 

2.生活不活発予防普及活動：上記活動によって作成したパンフレットを、県

士会ホームページに掲載。また、介護

予防事業推進リーダーの OJT 活動

として渉外活動を展開し、県民の２

次的健康被害の防止に向けた市町の実態把握を行いました。 

3.通いの場再開支援 （感染予防、災害支援）：活動が自粛されて

いた「通いの場」を安心して再開できるよう、住民主体の「通い

の場」運営ガイドも作成し、ホームページに掲載し、県内市町へ

の相談支援活動を実施しました。また、これらの主な取組効果として、①有事から平時への円滑な移行②

早期の取組再開によるフレイル予防③次の有事の備えた体制づくりが挙げられます。 

今回、県士会としてチャレンジした新しい生活様式での活動は、生活不活発予防の取組として「石川県

理学療法士会」YouTube チャンネルを開設し、また、地域の通いの場の取組事例として、「シルバーリハ

ビリ体操オンラインライブセミナー」を開催しシルバーリハビリ体操の普及啓発を推進しました。今後

も、新しい生活様式での介護予防事業の推進方策として、魅力ある通いの場づくりや高齢者の保健事業

と介護予防の一体的な実施において他団体との様々な連携を進めて活動をしてきたいと考えています。 


